
後期高齢者の診療報酬ー終末期医療

終末期医療について

患者と家族が医療従事者と、終末期における診療方針等につ

いて話し合いを行った場合の評価

※ 書面の作成は、患者の自由な意志に基づいて行われる

※ 作成の強要はあってはならない

※ 作成後の変更も、何度でも自由に行うことができる
（変更を妨げられることは、あってはならない）

後期高齢者終末期相談支援料 200点

患者本人が終末期の医療の内容を決定するた
めの、医療従事者からの情報提供と説明を評価

新

20



後期高齢者終末期相談支援料 

 

○診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）（抜粋） 

Ｂ０１８ 後期高齢者終末期相談支援料               200 点 

注 保険医療機関の保険医が、一般的に認められている医学的知見に基づき回

復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同

意を得て、看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診

療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、

患者１人につき１回に限り算定する。 

 

○診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項 

(平成 20 年 3 月 5 日保医発第 0305001 号 保険局医療課長通知)（抜粋） 

Ｂ０１８ 後期高齢者終末期相談支援料 

(１) 後期高齢者終末期相談支援料は、後期高齢者である患者が、終末

期においても安心した療養生活を送ることができるよう、医師等の医

療関係職種から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患

者が医療関係職種と話し合いを行い、患者が終末期における療養につ

いて十分に理解することを基本とした上で、診療が進められることを

目的としたものであること。 

(２) 一般的に認められている医学的知見に基づき終末期と保険医であ

る医師が判断した者について、医師、歯科医師、看護師その他の医療

関連職種が共同し、患者及びその家族等とともに、診療内容を含む終

末期における療養について、「終末期医療の決定プロセスに関するガ

イドライン」（平成 19 年５月 21 日医政発第 0521011 号）、「終末期

医療に関するガイドライン」（日本医師会）等を参考として、患者の

十分な理解を得るために話し合い、その内容を文書（電子媒体を含

む。）又は映像により記録した媒体（以下この区分において「文書等」

という。）にまとめて提供した場合に、当該文書等の提供日において

後期高齢者である患者１人につき１回に限り算定する。なお、当該文

書等の写しを診療録に添付すること。 

(３) 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できな

い場合は、算定の対象とならない。また、患者の自発的な意思を尊重

し、終末期と判断した患者であるからといって、保険医は患者に意思

の決定を迫ってはならない。 

(４) 話し合う内容は、現在の病状、今後予想される病状の変化に加え、

病状に基づく介護を含めた生活支援、病状が急変した場合の治療等の
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実施の希望及び急変時の搬送の希望（希望する場合にあっては搬送先

の医療機関等を含む。）をいうものであること。 

(５) なお、入院中の患者については、患者及び家族等と話し合いを行

うことは日常の診療においても必要かつ当然のことであることから、

特に連続して１時間以上に渡り話し合いを行ったうえで、患者の十分

な理解を得ること。 

(６) 時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更、生活の変化に応じて、

また患者の意思が変化するものであることに留意して、その都度説明

し患者の十分な理解を得ること。ただし、変更があった際の文書等の

作成に係る費用については所定点数に含まれ別に算定できない。 

(７) 入院中の患者については退院時又は死亡時、入院中以外の患者に

ついては死亡時に算定する。 
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事  務  連  絡 

平成２０年４月２８日 

 

地 方 社 会 保 険 事 務 局 長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長    殿 

都道府県高齢者医療主管部（局） 

 高齢者医療主管課（部）長 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

後期高齢者終末期相談支援料の取扱いについて 

 

 

標記については、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について

(通知)」(平成２０年３月５日保医発第 0305001 号)により本年四月の診療報酬改正に

伴う留意事項を定めたところであるが、当該項目についてとりまとめる文書等の取扱

い等は下記のとおりであるので、遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。 

 

 

記 

 

 

後期高齢者終末期相談支援料の算定にあたっては、病状が急変した場合の治療等に

ついて、医師、看護師その他の医療関係職種が共同し、患者及びその家族等とともに

話し合い、その内容を文書等にとりまとめることとしているが、「診療報酬の算定方

法の制定等に伴う実施上の留意事項について(通知)」(平成２０年３月５日保医発第

0305001 号)にあるように、後期高齢者終末期相談支援料は、終末期においても安心し

た療養生活を送ることができるよう、患者が終末期における療養について十分に理解

することを基本とした上で診療が進められることを目的としたものであるため、患者

の自発的な意思を尊重し、患者に意思の決定を迫ってはならず、病状が急変した場合

の治療方針や急変時の搬送の希望等について、患者の希望が確認できない場合等には、

「不明」、「未定」等とすることで差し支えないものである。 
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